
 

 

1 年以上長期入院患者の退院数と第 5 期障害福祉計画策定時の勘案について 
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■東京都障害者施策推進協議会の「資料 7 1 年以上長期入院患者数」の目標値ついて 

 2017 年 8 月 8 日に行われた第八期東京都障害者施策推進協議会の第 2 回専門部会にお

いて、資料 7「入院中の精神障害者の地域生活への移行に係る成果目標の考え方」及び「（参

考）国が提示する算式による一年以上長期入院患者の算定」が配布され、東京都より説明

がありました。 

 この資料 7 で東京都は、第 5 期東京都障害者福祉計画（平成 30 年度〜32 年度）の終了

時点で東京都の精神科病院の 1 年以上長期入院患者数を最大 11,455 人〜最小 10,612 人

まで減らすことを、成果目標の数値案として提出してきました。 

 東京都は、平成 32 年度の 1 年以上長期入院患者の「入院需要推計」を 13,916 人と見

積もっており、そこから様々な「政策効果」によって最小 2,461 人〜最大 3,304 人の方が

退院すると見込んでいます。この数値は、現行の第 4 期計画における目標数値よりもさら

に大きな地域移行の数値になっています。第 4 期計画では、平成 24 年 6 月末時点での 1

年以上長期入院患者数 11,760 人を 29 年度までに 18％減らし 9,643 人にすることが目標

になっていました。つまり、5 年間で 2,117 人の 1 年以上長期入院患者が退院することを

目指しているということです。それが今回は、次の 3 年間で 1 年以上長期入院患者を最小

でも 2,461 人、最大では 3,304 人減らすという目標になったわけです。 

 

■算定の仕方について 

 ここで、平成 29 年度末には 9,643 人になっているはずの 1 年以上長期入院患者が 32

年度末で最大 11,455 人〜最小 10,612 人いるのでは、前よりも増えてしまっているじゃな

いかと思えるのですが、実は第 4 期計画の策定時と今回とでは、入院患者数の根拠となる

データの参照元が違っています。第 4 期計画では、国の精神保健福祉資料（いわゆる６３

０調査）が参照されていましたが、今回の算定にあたって東京都は、平成 26 年度の患者

調査を元に数値を出してきています。平成 26 年度の患者調査では、東京都の精神科病院

の 1 年以上入院者数は住所地ベースで 12,888 人となっています。 

 次に、東京都は平成 32 年度時点での 1 年以上長期入院患者数を推計するために、26 年

度患者調査の数値に「人口変動による自然増」を加味しています。東京都全体の人口はこ

の間に約 8％増加すると推定されるそうなので、26 年度の患者数 12,888 人を基準にする

と、32 年度ベースの 1 年以上長期入院患者数は 13,916 人になります。これがこの先の計
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算の基礎となる値です。資料 7 ではこの数値は、平成 32 年度の「入院需要推計」と表記

されています。 

 平成 32 年度の 1 年以上長期入院患者数は、「認知症以外」10,964 人と「認知症」2,952

人に分類されます。そこから、以下の 3 つの「政策等効果係数」を踏まえて、退院する人

の割合を算出していきます。（※） 

 

 α：「重度かつ慢性」の基準に当てはまらない「社会的入院」の人の割合 

   …15％〜20％（つまり「重度かつ慢性」で継続治療な必要な人が 80％〜85％！） 

 β：クロザピン等の普及によって治療抵抗性が治まって退院できる人の割合 

   …6.8％〜9.5％（95％〜96％の 3乗÷0.95） 

 γ：認知症施策の成果で退院できる認知症の人の割合 

   …5.8％〜8.7％（97％〜98％の 3乗） 

 

 このうち、αとβは「認知症以外」の 10,964 人にかけて計算されます。γは「認知症」

の 2,952 人にかけられます。実際にα、β、γを計算してみると、平成 32 年度末時点で

の東京都の 1 年以上長期入院患者数は下記のように推計できました。 

 東京都は、このような計算の結果によって第 5 期障害福祉計画の成果目標となる数値を

出しました。この計算式は、国が作ったもので、障害福祉計画と医療計画にかんする国の

基本指針の中で示されています。下記をそれぞれご参照ください。 

 

◇障害福祉計画についての基本指針（計算式は 36〜37ページの「別表第四」を参照） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/PDF_32.pdf 

◇医療計画について（計算式は 17 ページ以降の「３ 基準病床の算定方法」を参照） 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/PDF_32.pdf 

 

※正確には、国の指針の中で係数α・β・γはそれぞれ以下のように説明されています。 

 
退院者数が最大になる場合 

（残り 1年以上入院者が最小の場合） 

退院者数が最小になる場合 

（残り 1年以上入院者が最大の場合） 

α 2,193 1,645 

β 854 642 

γ 257 174 

退院数 3,304 2,461 

残入院 10,612 11,455 

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/PDF_32.pdf
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000-Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/PDF_32.pdf


 

 

α：精神病床における入院期間が一年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合と

して、原則として○・八○から○・八五までの間で都道府県知事が定める値。 

β：一年当たりの治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案した地域精神保健医療体制の高度

化による影響値として、原則として○・九五から○・九六までの間で都道府県知事が定める値を三乗した

値を、調整係数○・九五で除した数。 

γ：一年当たりのこれまでの認知症施策の実績を勘案した地域精神保健医療体制の高度化による影響値とし

て、原則として○・九七から○・九八までの間で都道府県知事が定める値を三乗した値。 

 

 ※ここから本題  

■府中市の障害福祉計画において留意すべき点 

 東京都が国の算定式に基づいて行った計算では、平成 32 年度までの精神科病院からの

長期入院患者の退院数は、東京全体で最小 2,461 人〜最大 3,304 人とわかりました。 

 この数値を府中市に当てはめるとどうなるでしょうか。平成 29 年 8 月現在、東京都の

人口は約 13,735,000 人で、府中市の人口は約 258,800 人です。府中市の人口は東京都人

口のおよそ 1.9％にあたります。単純に人口割で考えた場合、平成 32 年度までの精神科

病院からの長期入院者の退院数は、府中市では最少 47人～最大 63人になります。 

 この数値は、第 5 期障害福祉計画の策定で勘案する必要があります。先に挙げた国の基

本指針では、「各年度における指定障害福祉サービス等の種類ごとの必要な量の見込み及

びその見込量の確保のための方策」という項目で以下のように定めています。 

 

当該市町村が属する都道府県が別表第四の三の項に掲げる式により算定した、当該都

道 府県の区域（地方自治法第五条第一項の区域をいう。以下この⑤及び別表第四におい

て同 じ。）における平成三十二年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の

精神保健医療福祉体制の基盤整備量（利用者数）を勘案して、当該市町村の区域における

平成三十二年度末の長期入院患者の地域生活への移行に伴う地域の精神保健医療福祉体

制の基盤整備量（利用者数）を定めること。（障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実

施を確保するための基本的な指針【最終改正 平成 29 年厚生労働省告示第百十六号】32 ページより抜粋） 

 

 つまり、府中市の第 5 期障害福祉計画で指定障害福祉サービス等の必要な見込み量を決

めるには、上記の 47 人～63 人の退院者数も勘案しなければならないのです。実際には、

東京都が計算した東京全体の数値をどのように市区町村に振り分けるのか、人口割なのか

どうかはまだわかりません。それでも、長期入院患者の退院数を勘案することは必要です。

第 5 期府中市障害福祉計画の策定に際して以上をふまえていただきますよう、お願いいた

します。 

 

以上 
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入院中の精神障害者の地域生活への移行に係る成果目標の考え方

国の基本指針 都の目標

○　入院後３か月時点の退院率
　　　６４％以上

　６４％以上
　○　都の現状（平成2７年6月末時点）
　　　　入院後３か月時点の退院率：　54.4％
　　　　　※東京都調べ

○　入院後１年時点の退院率
　　　９１％以上

　９１％以上
　○　都の現状（平成27年6月末時点）
　　　　入院後１年時点の退院率：　87.5％
　　　　　※東京都調べ

○　長期在院者数（入院期間1年以上）
　　　平成24年6月末時点から１８％以上減少

　９，６４３人
　○　都の現状（平成27年6月末時点）
　　　　長期在院者数：10,937人
　　　　　※東京都調べ

国の基本指針 都の考え方（案）

○　入院後３か月時点の退院率
　　　６９％以上 　○　入院後３か月時点の退院率　６９％以上

○　入院後６か月時点の退院率
　　　８４％以上

　○　入院後６か月時点の退院率　８４％以上

○　入院後１年時点の退院率
　　　９０％以上

　○　入院後１年時点の退院率　９０％以上

○　長期在院者数（入院期間1年以上）
　　 国が提示する推計式を用いて１年以上
　　 長期入院患者数（65歳以上、65歳未満）
　　 の目標値を設定

　○　将来の入院需要を推計し、政策効果を
　差し引いて、入院需要の目標値を設定

・　平成32年度入院需要推計　13,916人

・　政策効果分　　　　2,461人～3,304人

・　目標値は次の範囲内で、関係機関とも
　調整の上、設定
　　　　　　　　　計　11,455人～10,612人
　　　（うち65歳以上　7,295人～6,810人）
　　　（うち65歳未満　4,160人～3,802人）

第４期
障害福祉計画

（終了時点）
平成29年度末

第５期
障害福祉計画

（終了時点）
平成32年度末



（参考）国が提示する算式による一年以上長期入院患者数の算定

１ ３２年度ベースの入院見込み(人口変動による自然増) を算出

    ２６年度入院受療率(患者調査) × ３２年度推計人口

   （一年以上、性別・年齢区分別）  （性別・年齢別）

２ 政策等効果係数を以下の範囲で定める

  α（アルファ） 継続治療が必要な人の割合  ８０％～８５％

  β（ベータ） 治療薬の普及等効果勘案 ９５％～９６％の３乗÷０．９５

  γ（ガンマ） 認知症施策の高度化勘案  ９７％～９８％の３乗

３ 目標値の算出

・認知症以外の患者自然増見込み×α×β （６５歳以上と未満で算出）

・認知症の患者×γ           （６５歳以上と未満で算出）

Ａ 入院患者が最少になる場合

   (参考)
    政策効果による減少分  13,916 － 10,612 ＝ 3,304
     うち係数αにかかる部分 10,964×(1－0.8) = 2,193

Ｂ 入院患者が最大になる場合

  (参考)
    政策効果による減少分    13,916 － 11,455 ＝ 2,461

  うち係数αにかかる部分 10,964×(1－0.85) = 1,645            

認知症以外 認知症 計

６５歳以上 ５，８１２ ２，８６４ ８，６７６

６５歳未満 ５，１５２   ８８ ５，２４０

  計 １０，９６４ ２，９５２ １３，９１６

認知症以外 認知症 計 政策等効果分

６５歳以上 ４，１９６ ２，６１４ ６，８１０ １，８６６

６５歳未満 ３，７２１     ８１ ３，８０２ １，４３８

  計 ７，９１７ ２，６９５ １０，６１２ ３，３０４

認知症以外 認知症 計 政策等効果分

６５歳以上 ４，６００ ２，６９５ ７，２９５ １，３８１

６５歳未満 ４，０７７   ８３ ４，１６０ １，０８０

  計 ８，６７７ ２，７７８ １１，４５５  ２，４６１

(参考)２６年度患者調査・一年以上入院数

（住所地ベース） 12,888 人


